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戦
後
の
町
内
会
・
部
落
会
廃
止
の
経
緯
と
理
由

　

内
務
省
は
、
一
九
四
〇
年
に
部
落
会
・
町
内
会
等
整
備

要
領
（
訓
令
第
一
七
号
）
を
発
し
た
。
そ
れ
は
、
総
力
戦

を
遂
行
す
る
た
め
に
全
国
民
を
網
羅
す
る
町
内
会
・
部
落

会
と
そ
の
実
行
組
織
た
る
隣
組
（
以
下
、
町
内
会
・
部
落

会
等
）
及
び
連
合
会
を
整
備
し
、
市
町
村
行
政
の
補
助
組

織
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
次
い
で
、
一

九
四
二
年
に
は
町
内
会
・
部
落
会
が
大
政
翼
賛
会
の
末
端

組
織
と
さ
れ
、
一
九
四
三
年
の
市
制
・
町
村
制
の
改
正
に

よ
り
町
内
会
・
部
落
会
等
は
法
制
度
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
町
内
会
・
部
落
会
の
会
長
に
は
、
政
府
の
調

査
に
よ
る
と
人
口
、
世
帯
数
、
住
居
異
動
、
選
挙
人
名
簿

作
成
準
備
な
ど
六
〇
項
目
の
行
政
事
務
と
、
転
入
・
転
出
、

罹
災
者
、
引
揚
者
な
ど
二
五
項
目
の
証
明
事
務
の
権
限
が

与
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
終
戦
後
、
日
本
政
府
は

食
糧
の
配
給
な
ど
の
点
か
ら
も
町
内
会
・
部
落
会
等
を
重

視
し
た
が
、
一
九
四
五
年
一
一
月
、
連
合
国
軍
総
司
令
部

（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
は
日
本
政
府
に
隣
組
に
関
す
る
詳
細
な
報
告

を
求
め
て
き
た
。
そ
の
意
図
を
察
し
た
内
務
省
は
、
町
内

会
・
部
落
会
等
の
自
発
的
協
力
を
促
す
運
営
の
改
善
を
図

る
と
と
も
に
、
自
治
的
組
織
へ
転
換
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
第
一
次
公
職
追
放
後
の
一
九
四
六
年
四
月
に

お
け
る
衆
議
院
議
員
選
挙
で
意
外
に
も
自
由
・
進
歩
党
が

第
一
・
二
党
を
占
め
た
結
果
に
対
し
、Ｇ
Ｈ
Ｑ
・
民
政
局（
Ｇ

Ｓ
）
は
町
内
会
・
部
落
会
等
の
地
域
ボ
ス
が
選
挙
に
関
与

し
た
こ
と
が
一
因
と
捉
え
た
こ
と
に
よ
り
事
態
は
急
変
し

た
。

　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
・
Ｇ
Ｓ
は
第
二
次
公
職
追
放
を
決
定
す
る
と
と

も
に
、
町
内
会
・
部
落
会
長
と
そ
の
連
合
会
長
も
公
職
追

放
の
対
象
に
す
る
一
方
、そ
れ
ら
の
直
接
公
選
を
求
め
た
。

さ
ら
に
Ｇ
Ｓ
は
、
隣
組
が
市
区
町
村
行
政
の
下
請
機
関
や

大
政
翼
賛
会
の
末
端
組
織
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
だ
け

で
な
く
、
そ
の
長
の
多
く
に
は
地
域
ボ
ス
が
就
い
て
選
挙

を
支
配
し
て
き
た
の
で
、
地
方
自
治
の
民
主
化
の
ガ
ン
で

あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
、
一
九
四
七
年
に
入
る
と
隣
組
長

の
直
接
公
選
か
、さ
も
な
け
れ
ば
隣
組
の
廃
止
を
求
め
た
。

内
務
省
は
、
全
国
の
隣
組
長
の
公
選
は
不
可
能
と
の
判
断

か
ら
一
九
四
七
年
一
月
下
旬
、
一
九
四
〇
年
の
内
務
省
訓

令
第
一
七
号
を
廃
棄
す
る
形
で
町
内
会
・
部
落
会
等
を
廃

止
し
た
。
そ
し
て
、
町
内
会
・
部
落
会
長
が
担
っ
て
き
た

多
く
の
行
政
・
証
明
事
務
を
市
区
町
村
へ
移
管
す
る
代
り

に
駐
在
員
や
出
張
所
を
設
け
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
が
、

廃
止
の
徹
底
化
の
た
め
三
月
下
旬
に
内
務
次
官
声
明
・
通

牒
が
発
せ
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
、
一
九
四
七
年
四
月
一
日

を
も
っ
て
町
内
会
・
部
落
会
等
は
存
在
し
な
い
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
廃
止
後
の
状
況
と
講
和
後
の
復
活

　

形
式
上
は
四
月
一
日
を
も
っ
て
町
内
会
・
部
落
会
等
は

廃
止
さ
れ
た
が
、
実
態
的
に
は
後
継
的
団
体
へ
の
看
板
替

え
や
旧
役
員
に
よ
る
支
配
な
ど
が
広
く
み
ら
れ
た
。
そ
の

た
め
Ｇ
Ｓ
は
、
町
内
会
・
部
落
会
等
の
解
散
や
旧
役
員
の

就
職
禁
止
な
ど
に
関
す
る
罰
則
付
き
の
立
法
措
置
を
内
務

省
に
求
め
た
。
内
務
省
は
、
そ
の
指
令
を
受
け
て
一
九
四

七
年
五
月
三
日
に
政
令
第
一
五
号
を
日
本
国
憲
法
、
地
方

自
治
法
の
施
行
に
あ
わ
せ
て
公
布
・
施
行
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
政
令
第
一
五
号
に
よ
り
、
駐
在
員
制
度
は
廃
止
す

る
か
、
別
の
新
し
い
仕
組
み
に
再
編
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
都
市
自
治
体
で
は
、
駐
在
員
制

度
を
廃
止
し
て
そ
の
行
政
事
務
を
市
・
区
役
所
で
処
理
す

る
ケ
ー
ス
と
、
駐
在
員
制
度
を
出
張
所
に
再
編
し
て
事
務

処
理
す
る
ケ
ー
ス
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
、
市
区
町
村
と
住

民
と
の
連
絡
は
、
町
内
会
・
部
落
会
等
を
介
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
で
、
新
し
く
二
つ
の
方
法
が
と
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
つ
は
、
町
内
や
部
落
の
居
住
者

個
人
に
連
絡
員
を
委
嘱
す
る
方
法
と
、
も
う
一
つ
は
、
例

え
ば
農
事
実
行
組
合
の
よ
う
な
特
定
の
地
区
組
織
を
連
絡

に
活
用
す
る
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
首
長
の
直
接
公
選

化
や
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
導
・
奨
励
も
あ
っ
て
、
住
民
へ
の
連
絡
・

伝
達
に
広
報
紙
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
。

　

他
方
、
住
民
自
身
も
、
特
に
都
市
地
域
に
お
い
て
は
親

睦
的
団
体
を
結
成
し
て
業
務
を
引
継
い
だ
り
、
防
火
・
防

犯
や
災
害
・
伝
染
病
対
策
な
ど
特
定
の
事
業
を
行
う
こ
と

を
名
目
に
し
て
睦
会
・
文
化
会
、
防
火
・
防
犯
協
会
、
衛

生
組
合
な
ど
を
結
成
し
、
そ
れ
が
徐
々
に
地
域
の
共
同
生

　

佐　

藤　

俊　

一

町
内
会
・
部
落
会
の
廃
止
と
復
活

戦
後
自
治
の
あ
ゆ
み
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活
に
必
要
な
事
業
や
市
区
町
村
と
の
連
絡
・
交
渉
な
ど
を

行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
、
町
内
会
・
部
落

会
等
の
事
実
上
の
復
活
の
流
れ
と
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
一
九
五
一
年
九
月
に
対
日
平
和
（
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
）
条
約
が
締
結
さ
れ
た
の
で
、
ポ

ツ
ダ
ム
政
令
と
し
て
の
政
令
第
一
五
号
の
扱
い
が
問
題
に

な
っ
た
。
自
治
庁
は
廃
止
方
針
を
打
出
し
た
が
、
世
論
は

賛
否
両
論
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
五
二
年
一
〇
月
、

ポ
ツ
ダ
ム
命
令
を
廃
止
す
る
法
律
に
よ
っ
て
政
令
第
一
五

号
は
失
効
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
町
内
会
・
部
落
会
等
は
禁

止
対
象
で
は
な
く
な
っ
た
が
、
自
治
庁
は
町
内
会
・
部
落

会
等
を
市
区
町
村
の
下
部
組
織
と
し
て
活
用
す
る
か
否
か

の
法
令
上
の
措
置
を
と
ら
ず
、
そ
れ
を
個
々
の
市
区
町
村

の
判
断
に
委
ね
た
。
こ
れ
を
契
機
に
全
国
で
一
挙
に
町
内

会
・
部
落
会
等
の
組
織
化
が
進
み
、
事
実
上
の
復
活
組
織

と
あ
わ
せ
旧
町
内
会
・
部
落
会
等
の
よ
う
な
役
割
を
担
う

よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
五
三
年
の
全
国
市
長

会
・
東
京
市
政
調
査
会
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
市
に
協
力
・

担
任
し
て
い
る
事
務
は
広
報
・
連
絡
、
募
金
、
衛
生
・
清

掃
、
納
税
、
調
査
、
転
出
入
関
係
、
諸
証
明
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
研
究
者
に
お
い
て
も
、
一
般
に
町

内
会
・
部
落
会
等
は
世
帯
単
位
、
自
動
（
強
制
）
加
入
、

包
括
的
機
能
、
行
政
補
完
機
能
と
い
う
点
で
封
建
的
な
組

織
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
時
代
と
と
も
に
変
容
し
た
町
内
会
・
部
落
会

　

こ
の
よ
う
に
復
活
し
た
町
内
会
・
部
落
会
等
は
、
時
と

と
も
に
変
容
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
最
初
に
大
き
な
変
容

を
も
た
ら
し
た
の
は
、
町
村
合
併
促
進
法
に
よ
り
一
九
五

三
年
か
ら
一
九
五
六
年
に
か
け
て
推
進
さ
れ
た
「
昭
和
の

大
合
併
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
市
町
村
会
議
員
を
大
幅

に
減
少
さ
せ
た
。
そ
の
た
め
、
当
選
に
は
従
来
よ
り
も
広

域
か
ら
の
得
票
を
要
す
る
こ
と
に
な
り
、
町
内
会
・
部
落

会
推
薦
を
融
解
さ
せ
る
と
と
も
に
、
各
町
内
・
部
落
利
害

の
代
理
人
的
な
議
員
の
性
格
や
町
内
会
・
部
落
会
と
市
町

村
行
政
と
の
媒
介
と
い
う
議
員
の
役
割
を
稀
釈
化
し
た
。

ま
た
、
合
併
は
職
員
幅
を
拡
大
し
、
役
場
を
分
課
制
の
近

代
的
な
役
所
へ
変
容
さ
せ
つ
つ
、
町
内
会
・
部
落
会
等
の

行
政
下
請
・
補
完
機
能
へ
の
依
存
を
減
退
さ
せ
始
め
た
。

し
か
し
、
一
九
五
六
年
の
新
市
町
村
建
設
促
進
法
に
よ
る

支
所
・
出
張
所
の
統
廃
合
は
、
住
民
へ
の
行
政
情
報
の
提

供
・
連
絡
方
法
を
課
題
化
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
連
絡
員

制
度
の
整
備
や
広
報
紙
の
拡
充
な
ど
が
図
ら
れ
た
。

　
「
昭
和
の
大
合
併
」
の
終
了
時
に
は
、
既
に
高
度
経
済

成
長
へ
突
入
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
民
族
の
大
移
動
と
い

わ
れ
た
地
方
か
ら
太
平
洋
ベ
ル
ト
地
帯
へ
の
急
激
な
人
口

移
動
と
全
般
的
な
都
市
化
を
も
た
ら
し
た
。
町
内
会
・
部

落
会
の
呼
称
も
、
町
内
会
・
自
治
会
に
変
わ
っ
た
。
そ
し

て
、
都
市
部
に
お
い
て
は
、
旧
住
民
の
農
家
型
や
商
店
街

型
の
町
内
会
・
自
治
会
の
他
に
、
新
住
民
の
住
宅
地
型
や

団
地
型
の
そ
れ
が
誕
生
し
、
タ
イ
プ
が
多
様
化
し
た
。
ま

た
、
町
内
会
・
自
治
会
の
連
合
化
も
進
ん
だ
。
そ
う
し
た

中
で
、
町
内
会
・
自
治
会
の
選
挙
政
治
的
な
機
能
は
ま
す

ま
す
縮
減
し
た
が
、
役
員
を
民
生
・
児
童
委
員
や
各
種
審

議
会
委
員
な
ど
の
行
政
役
職
に
送
り
出
す
供
給
母
体
と
し

て
の
役
割
は
む
し
ろ
重
み
を
増
し
た
。

　

他
方
、「
昭
和
の
大
合
併
」
と
新
市
町
村
建
設
促
進
法

に
よ
る
市
町
村
行
政
体
制
の
整
備
に
加
え
、
高
度
経
済
成

長
に
よ
る
税
財
政
事
情
の
改
善
が
あ
い
ま
っ
て
、
そ
れ
ま

で
町
内
会
・
部
落
会
等
に
依
存
し
て
き
た
行
政
事
務
は
、

ほ
と
ん
ど
市
町
村
行
政
が
担
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
一
九
六
八
年
と
一
九
八
〇
年
の
政
府
調
査
に
よ

る
と
、
町
内
会
・
自
治
会
の
事
業
（
役
割
）
は
、
市
と
町

村
で
は
比
重
が
や
や
異
な
る
も
の
の
、
市
町
村
行
政
と
の

連
絡
、
要
望
・
陳
情
、
募
金
・
献
血
へ
の
協
力
な
ど
の
他
、

街
頭
・
集
会
所
の
設
置
・
管
理
、
清
掃
・
美
化
、
防
火
・

防
災
、
交
通
安
全
、
各
種
行
事
（
盆
踊
り
、
祭
礼
、
運
動

会
、
旅
行
な
ど
）、
慶
弔
・
成
人
式
・
敬
老
会
な
ど
の
社

会
的
（
環
境
管
理
、
生
活
共
同
防
衛
、
親
睦
・
交
流
）
機

能
が
拡
充
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
都
市
化
の
拡
大
・
深
化
か

ら
一
九
六
九
年
に
政
府
の
国
民
生
活
審
議
会
が
『
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
―
生
活
の
場
に
お
け
る
人
間
性
の
回
復
』
を
提

唱
し
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
る
と
自
治
省
が
市
町
村
に
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
行
政
の
展
開
を
求
め
た
こ
と
に
よ
り
、
市
町

村
は
町
内
会
・
自
治
会
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
の
母
体
と

捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
町
内
会
・
自
治
会
を

母
体
に
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
（
ま
ち
・
む
ら
づ
く
り
）

の
運
動
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
個
々
の
住
民
（
世
帯
）
は
町
内
会
・
自
治

会
活
動
に
必
ず
し
も
積
極
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
町
内
会
・
自
治
会
は
「
あ
っ
た
ほ
う
が
よ

い
」
と
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
と

い
え
る
。

＜

さ
と
う　

し
ゅ
ん
い
ち
・
淑
徳
大
学
講
師
、
元
東
洋
大
学
教
授＞
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